
 

基本理念評価の外部評価の実施方法について（案） 

 

◆評価の目的 

・次期総合計画における各政策の取組の方向性の基礎を導き出すことを目的として実施します。 

 

◆評価の視点 

・将来に軸足を置いた評価 

  次期総合計画の策定にあたっては、現在直面する課題への対応を前提とした問題解決型のアプロ

ーチではなく、地域社会としての茅ヶ崎市として目指す将来ビジョンを描き、そこから現在を振り

返ったうえで、その実現に向けた課題の解決に取り組みたいと考えています。 

そのため、基本理念評価の外部評価については、将来に軸足をおいたうえで、総合計画審議会の

委員からご意見を頂くことを考えています。 

各委員には、現行総合計画の成果等も踏まえたうえで、将来を見据えたより大局的な視点に立ち、

市が考える「取組の方向性」についてご意見を頂くことを予定しています。 

※別紙「基本理念評価書（案）」の「今後の課題と取組の方向性」の部分について、各委員よりご

意見を頂く形を予定しており、同資料のその他の項目及び評価シートは、基本的には参考情報と

して扱うことを想定しています。 

 

【視点のイメージ】 

→内部評価における課題の認識は適当であるか、過不足はないか。特に、今後の社会変化の予測

を加味して課題を捉えることが出来ているか。 

→内部評価における今後の取組の方向性は、課題認識に対して適切であるか。別の視点（分野横

断的視点・広域的視点等）からのアプローチによる取組の可能性はないか。 

→各分野における最新の動向はどうなっているか。                 など 

 

◆外部評価の実施方法 

①資料の事前配布及び意見等の提出 

・審議会委員へ評価に係る資料を事前配布したうえで、内容に対する確認や質問を事前に受け付け

ます。資料追加の要望等があれば、あわせて受け付けたうえで、各課かいにおいて回答を作成し

ます（回答や資料の配付は当日行う）。 

・各委員の当日意見に関する要旨等も可能であれば事前に連絡して頂くことを予定しています。 

 

②ヒアリングの実施 

・ヒアリングのベースは「政策（部）」とし、分科会形式で実施します。 

・事前の内容確認に対する回答を踏まえ、委員から部局長に対してヒアリングを実施します。 

  

③審議会委員の意見への対応 

・審議会委員からの意見に対する市の考え方や意見の反映先等を示す対応方針については、別途作

成のうえ、評価全体を含めて、最終評価として市長ヒアリングを実施します。 
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スケジュール案及び委員構成案  

 

 

スケジュール案① 

時 間 第1分科会 第2分科会 第3分科会 第4分科会 

13:00～ 
13:05 

事前確認（評価の流れ等の説明） 

13:05～ 
14:05 

Ⅰ:政策目標 1 
こども育成部 

Ⅱ:政策目標 5 
福祉部 

Ⅲ:政策目標 8 
環境部 

Ⅳ:政策目標 11 
都市部 

14:05～ 
15:05 

Ⅰ:政策目標 2・3 
教育委員会 

Ⅱ:政策目標 6 
市立病院 

Ⅲ:政策目標 9 
市民安全部 

Ⅳ:政策目標 12 
建設部・下水道河川部 

15:05～ 
15:10 

休憩 

15:10～ 
16:10 

Ⅰ:政策目標 4 
文化生涯学習部 

Ⅱ:政策目標 7 
保健所 

Ⅲ:政策目標 10 
消防本部・消防署 

Ⅳ:政策目標 13・14 
経済部・農業委員会 

16:10～ 
17:10 

Ⅴ：政策目標 18 
財務部 

Ⅴ：政策目標 16 
企画部 

Ⅴ：政策目標 17 
総務部 

Ⅴ：政策目標 19・20・21 
行政委員会 

17:10～ 
17:15 

事務連絡の後、終了 

※説明 5分、質疑応答 45分、評価シート作成（同時に部局入替え）10分 

 

 

外部評価に係る委員構成案①（敬称略） 

第１分科会 第２分科会 第３分科会 第４分科会 

（基本理念Ⅰ・Ⅴ） （基本理念Ⅱ・Ⅴ） （基本理念Ⅲ・Ⅴ） （基本理念Ⅳ・Ⅴ） 

山本 実 

（公募市民） 

水島 静夫 

（公共的団体） 

後藤 金蔵 

（公共的団体） 

藤本 恵祐 

（公募市民） 

松本 順子 

（公共的団体：） 

丸山 徳二 

（公共的団体） 

岩崎 幸司 

（公共的団体） 

田中 賢三 

（公共的団体） 

石田 晴美 

（学識） 

益永 律子 

（公共的団体） 

小谷 幸司 

（学識） 

亀井 信幸 

（公共的団体） 

丸山 尚子 

（行政機関） 

菅原 育子 

（学識） 

牛山 久仁彦 

（学識） 

関 幸子 

（学識） 

  
髙橋 昭弘 

（農業委員） 

市川 喜久男 

（行政機関） 

 

  



 

 

スケジュール案② 

時 間 第1分科会 第2分科会 第3分科会 第4分科会 第5分科会 

13:00～ 
13:05 

事前確認（評価の流れ等の説明） 

13:05～ 
14:15 

Ⅰ:政策目標 1 
こども育成部 

Ⅱ:政策目標 5 
福祉部 

Ⅲ:政策目標 8 
環境部 

Ⅳ:政策目標 11 
都市部 

Ⅴ：政策目標 16 
企画部 

14:15～ 
15:25 

Ⅰ:政策目標2・3 
教育委員会 

Ⅱ:政策目標 6 
市立病院 

Ⅲ:政策目標 9 
市民安全部 

Ⅳ:政策目標 12 
建設部 

Ⅴ：政策目標 17 
総務部 

15:25～ 
15:30 

休憩 

15:30～ 
16:40 

Ⅰ:政策目標 4 
文化生涯学習部 

Ⅱ:政策目標 7 
保健所 

Ⅲ:政策目標 10 
消防本部・消防署 

Ⅳ:政策目標 13 
下水道河川部 

Ⅴ：政策目標 18 
財務部 

16:40～ 
17:10 

Ⅴ：政策目標 19 
会計課 

Ⅴ：政策目標 20 
選挙管理員会 

Ⅴ：政策目標 21 
監査事務局 

Ⅳ:政策目標14 
経済部 

Ⅳ:政策目標14 
農業委員会 

17:10～ 
17:15 

事務連絡の後、終了 

※説明 5分、質疑応答 55（20）分、評価シート作成（同時に部局入替え）10（5）分 
 （）内は 16:40～17:10の時間設定 

 

 

外部評価に係る委員構成案①（敬称略） 

第１分科会 第２分科会 第３分科会 第４分科会 第 5分科会 

（基本理念Ⅰ） （基本理念Ⅱ） （基本理念Ⅲ） （基本理念Ⅳ） （基本理念Ⅴ） 

山本 実 

（公募市民） 

水島 静夫 

（公共的団体） 

岩崎 幸司 

（公共的団体） 

亀井 信幸 

（公共的団体） 

藤本 恵祐 

（公募市民） 

松本 順子 

（公共的団体） 

丸山 徳二 

（公共的団体） 

後藤 金蔵 

（公共的団体） 

石田 晴美 

（学識） 

田中 賢三 

（公共的団体） 

丸山 尚子 

（行政機関） 

菅原 育子 

（学識） 

小谷 幸司 

（学識） 

関 幸子 

（学識） 

益永 律子 

（公共的団体） 

  
髙橋 昭弘 

（農業委員） 

市川 喜久男 

（行政機関） 

牛山 久仁彦 

（学識） 

 

 

 


